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社会教育活動補助金交付要綱 

 

１ 目的 

 この要綱は，本市における家庭教育の充実及び地域の教育力の向上を図るため，主と

して青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動のうち，家庭教育及び地域・学

校交流等に関する社会教育活動を行う団体に対して交付する補助金に関し必要な事項を

定めることを目的とする。 

２ 補助対象者 

  補助金交付の対象となる者は，旭川市内に拠点を置く団体のうち，次に掲げるものと

する。 

 (1) 地域・学校交流活動団体 

 (2) 家庭教育支援・学習団体 

 (3) その他社会教育活動団体 

３ 補助対象事業 

  補助金交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は，２に規定する団体

が行う次に掲げる事業とする。ただし，本市又は旭川市教育委員会から直接的又は間接

的に補助金，負担金等を受けるものは除く。 

 (1) 家庭教育支援事業 

    保護者又は地域住民に対し，家庭教育に関する学習機会の提供を行うもの 

 (2) 地域の教育力向上を図る事業 

   ア 地域，学校，家庭等が連携して行う活動のうち，年間を通じ同一テーマで継続し

て実施するもの又は地域住民に対して行う生涯学習関係の講演会，研修会等 

   イ 青少年と共に実施する社会奉仕，自然体験等の体験活動 

  ウ 青少年又は地域住民に対する教授や指導 

４ 補助対象経費 

補助金交付の対象となる経費は，事業実施に係る経費のうち，報償費（内部講師に係

るものを除く。），消耗印刷費，通信運搬費，手数料及び使用賃借料とする。ただし，事

業実施のための事前の調査研究及び研修に要する経費は除く。 

５ 補助金交付額の算定方法 

  補助金の額は，別表左欄に掲げる事業区分について，別表中欄の補助基準額と補助対

象経費の実支出額とを比較して，いずれかの少ない額に別表右欄の補助率を乗じて得た

額とし，本市の予算の範囲内で決定する。 

６ 補助金交付期間 

(1) 同一団体に対する同一補助対象事業に係る補助金の交付は，連続して３年を限度と

する。 

(2) (1)により，３年連続して補助金の交付を受けた団体は，補助金の交付を受けた最

終年度の翌年度から起算して２年を経過した後でなければ，同一補助対象事業に係る

補助金の交付を受けることができない。 

７ 交付の申請 
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補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は，次に掲げる書類を市

長に提出しなければならない。 

 (1) 社会教育活動補助金交付申請書（様式１） 

 (2) 補助事業計画書（様式２－１） 

(3) 収支予算書（様式２－２） 

 (4) 団体規約及び名簿に類するもの 

 (5) その他市長が必要と認める書類 

８ 交付の決定 

 (1) 市長は，７の規定による補助金の交付申請があったときは，当該内容の審査及び必

要に応じて行う実地調査等により，補助金の交付の可否を決定するものとする。 

 (2)  市長は，補助金の交付を決定する場合において，交付の目的を達成するため必要が 

あると認めたときは，条件を付すものとする。 

９ 交付決定等の通知 

(1) 市長は，補助金の交付を決定したときは，速やかに補助金の交付決定額その他決定       

の内容を補助金交付決定通知書（様式３）により申請者に通知するものとする。 

 (2) 市長は，補助金の交付をしないことを決定したときも，その旨を書面により申請者

に通知するものとする。 

10 申請の取下げ 

 (1) 申請者は，９の(1)の規定による通知を受けた場合において，当該通知に係る決定

内容に不服があるときは，当該通知を受理した日から１０日以内に補助金の交付申請

を取り下げることができるものとする。 

 (2) (1)の規定による取下げがあったときは，取下げた申請に係る補助金の交付決定は，

なかったものとみなす。 

11 事情変更による交付決定の取消し等 

  市長は，補助金の交付を決定した後において，補助金の交付を受けた事業（以下「補

助事業」という。）を行う者（以下「補助事業者」という。）の責めに帰すべき事情によ

る場合を除き，天災その他特別な事情により補助事業の全部又は一部を遂行することが

できなくなったとき，又はその必要がなくなったときは，補助金の交付決定の全部若し

くは一部を取り消し，又は当該決定の内容を変更することができるものとする。ただし，

補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については，この限りでない。 

12 状況報告等 

 (1) 市長は，補助事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは，補助事業者

に対し，当該補助事業の遂行に関して報告を求め，又は実地調査を行うものとする。 

 (2) 市長は，(1)に規定する報告等に基づき，補助事業が補助金の交付決定の内容に従

って遂行されていないと認めるときは，補助事業者に対して決定の内容に従って遂行

するよう指示するものとする。 

13 補助事業の内容の変更等 

 (1) 補助事業者は，補助金の交付決定の後において，補助事業の内容を変更し，又は補

助事業を廃止しようとするときは，遅滞なく社会教育活動補助金補助事業（変更・廃
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止）承認申請書（様式４）に関係書類を添えて市長に提出し，承認を受けなければな

らないものとする。 

 (2) 市長は，(1)の規定による変更若しくは廃止の承認を決定したとき，又は承認しな

いことを決定したときは，その旨を書面により補助事業者に通知するものとする。 

14 実績報告 

  補助事業者は，補助事業が完了したときは，完了後速やかに，次に掲げる書類に支出

を証する書類の写しその他関係書類を添えて，市長に提出しなければならない。 

 (1) 社会教育活動補助金実績報告書（様式５） 

 (2) 補助事業実施書（様式６－１） 

(3) 収支決算書  （様式６－２） 

(4) その他市長が必要と認める書類 

15 補助金の額の確定 

  市長は，14 の規定による補助金の実績報告があったときは，当該内容の審査及び必要

に応じて行う実地調査等により，補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及び条件に

適合すると認めたときは，交付すべき補助金の額を確定し，その額を社会教育活動補助

金確定通知書（様式７）により補助事業者に通知するものとする。 

16 交付決定の取消し 

 (1) 市長は，補助事業者が補助金を他の用途に使用し，又は補助事業に関して補助金の

交付決定の内容及び条件に従わないときは，補助金の交付決定の全部又は一部を取消

すものとする。 

 (2) (1)の規定は，補助事業について交付すべき補助金の額を確定した後においても適

用するものとする。 

 (3)  市長は，(1)の規定による取消しを決定したときは，その旨を書面により補助事業

者に通知するものとする。 

17 交付の時期 

  補助金は，15 の規定により補助金の額を確定した後において，補助事業者からの適正

な請求により交付するものとする。 

18 補助金の概算払 

 (1) 17の規定にかかわらず，市長は，補助事業の目的を達成するため特に必要があると

認めるときは，補助金の交付決定額の全部又は一部について概算払をすることができ

るものとする。 

 (2) 補助事業者は，(1)の規定による補助金の概算払を受けようとするときは，社会教   

育活動補助金概算払申請書（様式８）を市長に提出しなければならないものとする。 

 (3) 市長は，概算払を決定したときは，概算払の時期及び概算払の金額を社会教育活動

補助金概算払決定通知書（様式９）により補助事業者に通知するものとし，概算払

をしないことを決定したときも，その旨を書面により通知するものとする。 

19 補助金の返還 

 (1) 市長は，補助金の交付決定を取り消した場合において，補助事業の取消しに係る部

分に関し既に補助金が交付されているときは，補助事業者に対して期限を定めてその
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返還を請求するものとする。 

 (2) 市長は，交付すべき補助金の額を確定した場合において，既にその額を超える補助

金が交付されているときは，補助事業者に対して期限を定めてその返還を請求するも

のとする。 

20 理由の提示 

  市長は，12の(2)の規定による指示をするとき，又は 16の(1)に規定する取消しをする

ときは，補助事業者に対してその理由を示すものとする。 

21 関係書類の整備等 

  補助事業者は，補助事業に係る経費の収入及び支出を明らかにした書類，帳簿等を整 

備し，当該補助事業の完了の期日の属する年度の翌年度の初日から５年間は保存しなけ

ればならないものとする。 

22 その他 

  この要綱に定めるもののほか，補助金の交付等に関し必要な事項は，市長が別に定め 

るものとする。 

 

 附 則 

 この要綱は，平成 20年 5月 1日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は，平成 25年 5月 1日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は，平成 28年 5月 1日から施行する。 

 

別表（５関係） 

事業区分 補助基準額 補助率 

(1) 家庭教育支援事業 

学習活動日が３日以

上５日未満のもの 
２万円 １０分の１０以内 

学習活動日が５日以

上のもの 
３万円 １０分の１０以内 

上記以外のもの ６万円 ２分の１以内 

(2) 地域の教育力向上を図る事業 ６万円 ２分の１以内 

 


